
○ 国 民 健 康 保 険 税 は 納 期 限 内 に 納 め ま し ょ う  

　 国 民 健 康 保 険 は 、 病 気 や け が を し た 場 合 に 安 心 し て 医 療 を 受 け る こ と が で き る よ う 、 加 入

者 が 保 険 税 を 納 め 、 医 療 費 の 負 担 を 支 え あ う 、 助 け 合 い の 制 度 で す 。 

　 令 和 8 年 度 の 国 民 健 康 保 険 税 納 税 通 知 書 を 7 月 に お 送 り し ま す の で 、 内 容 を ご 確 認 い た だ

き 、 保 険 税 の 納 付 を お 願 い い た し ま す 。 納 付 期 限 を 過 ぎ る と 、 督 促 手 数 料 や 延 滞 金 が 付 き ま

す 。 ま た 、 期 限 が 切 れ た 納 付 書 で は 納 付 で き な い た め 、 納 付 書 再 発 行 の 手 続 き が 必 要 と な り

ま す の で ご 注 意 く だ さ い 。 

収 入 が な く て も 申 告 を ！ 

　 国 民 健 康 保 険 税 は 申 告 等 を 基 に 所 得 の 判 定 を 行 っ て い ま す 。 申 告 等 が な い 場 合 、 適 切 な

課 税 が さ れ ず 、 ま た 、 軽 減 ・ 減 免 等 を 受 け る こ と が で き ま せ ん 。 申 告 が ま だ の 方 は 税 務 課 で

手 続 き を お 願 い い た し ま す 。 

国  民  健  康  保  険  税 の  納  付 が  始 ま り ま す ！

詳 し く は こ ち ら

各 種 申 請 な ど の お 手 続 き 、 納 付 の ご 相 談 は お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 

お  問  い  合  わ  せ ： 村 民 課  国 保 年 金 係  ☎ 9 6 6 - 1 2 0 5

資 格 確 認 書 等 の 有 効 期 限

令 和 7 年 1 2 月 2 日 （ 火 ） ～ 令 和 8 年 7 月 3 1 日 （ 金 ） 

令 和 8 年 8 月 1 日 （ 土 ） ～ 令 和 9 年 7 月 3 1 日 （ 土 ） 

（ 旧 ）

（ 新 ）

※ 納 付 状 況 に よ っ て 有 効 期 限 が 異 な る 場 合 が あ り ま す 。 

○ 資 格 確 認 書 等 の 有 効 期 限 に つ い て  

　 現 在 お 手 持 ち の 資 格 確 認 書 等 の 有 効 期 限 は 令 和 8 年 7 月 3 1 日 ま で と な っ て お り ま す 。 

　 有 効 期 限 を 迎 え る 前 に 新 た な 資 格 確 認 書 等 を 郵 送 い た し ま す 。 国 保 税 の 未 納 が あ る 方 に

つ い て は 村 民 課 窓 口 に て お 受 け 取 り く だ さ い 。 

○ 令 和 8 年 度 　 国 民 健 康 保 険 税 の 納 期 限  

　 今 年 度 の 納 期 限 は 下 記 の と お り で す 。 納 め 忘 れ の な い よ う お 願 い い た し ま す 。  

7 月 3 1 日 （ 金 ）第 1 期 8 月 3 1 日 （ 月 ）第 2 期 9 月 3 0 日 （ 水 ）第 3 期 1 0 月 3 1 日 （ 土 ） 第 4 期

1 1 月 3 0 日 （ 月 ）第 5 期 1 2 月 3 1 日 （ 木 ）第 6 期 1 月 3 1 日 （ 日 ）第 7 期 2 月 2 8 日 （ 日 ） 第 8 期

○ キ ャ ッ シ ュ カ ー ド の み で 口 座 振 替 手 続 き が で き ま す ！ 

　 国 民 健 康 保 険 税 の 納 め 忘 れ が な く な り 、 翌 年 度 以 降 も 自 動 的 に 継 続 さ れ る 口 座 振 替 が お

す す め で す 。  

　 納  付  書 に 印 刷 さ れ た e L-  Q R や e L 番  号 を  使 い  、 ス マ ー ト フ ォ ン や パ  ソ コ ン で お 支  払 い い た だ

け ま す 。 詳 し く は 【 地 方 税 お 支 払 い サ イ ト 】 で 検 索 ！  

手 続 き に 必 要 な も の 身  分  証 ・ 金  融  機  関  の  キ  ャ  ッ  シ  ュ  カ  ー  ド  

利 用 で き る 金 融 機 関 沖 縄 銀 行 ・ 琉 球 銀 行 ・ 沖 縄 海 邦 銀 行 ・ ゆ う ち ょ 銀 行 ・ J A お き な わ
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後 期 高 齢 者 医 療 制 度  被 保 険 者 の 皆 様 へ  後 期 高 齢 者 医 療 制 度  被 保 険 者 の 皆 様 へ

沖 縄 県 介 護 保 険 広 域 連 合 か ら の お 知 ら せ

お 問 い 合 わ せ ： 沖 縄 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合  管 理 課  ☎ 9 6 3 - 8 0 1 2

　 　 　 　 　 　 村 民 課  国 保 年 金 係  ☎ 9 6 6 - 1 2 0 5

お 問 い 合 わ せ ： 沖 縄 県 介 護 保 険 広 域 連 合  会 計 課  ☎ 9 1 1- 7 5 0 3

　 　 　 　 　 　 福 祉 健 康 課  ☎ 9 6 6 - 1 2 0 7

令 和 ８ 年 ８ 月 １ 日 時 点 で ８ ５ 歳  以  上 の 方 全  員  及 び ８ ４ 歳 以 下  の  マ イ ナ  保  険  証

（  健  康  保  険  証 と し て 利  用  登  録 し た マ イ ナ ン バ ー カ ー ド  ） を お  持 ち で な い  皆  様

　 「 資 格 確 認 書 」 を ７ 月 下 旬 ま で に 、 恩 納 村 役 場 か ら 郵 送 又 は 窓 口 で 交

付 し ま す 。 ８ 月 か ら は 、 医 療 機 関 の 窓 口 に 今 回 届 い た 「 資 格 確 認 書 」 又 は

「 マ イ ナ 保 険 証 」 を ご 提 示 く だ さ い 。 資 格 確 認 書 が 届 い た ら 、 住 所 ・ 氏 名 ・

一 部 負 担 金 の 割 合 を ご 確 認 く だ さ い 。  

※ 「 マ イ ナ 保 険 証 」 と は 、 健 康 保 険 証 と し て 利 用 登 録 し た マ イ ナ ン バ ー

カ ー ド の こ と 

　 ７ 月 中 に 被 保 険 者 資 格 （ 被 保 険 者 番 号 、 保 険 者 名 、 氏 名 、 負 担 割 合 等 ） が 記 載 さ れ た 「 資 格 情 報 の お 知 ら

せ 」 を お 届 け し ま す 。 「 資 格 情 報 の お 知 ら せ 」 の み で は 、 病 院 等 の 受 診 は で き ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。

令 和 ８ 年 ８ 月 １ 日 時 点 で ８ ４ 歳 以 下 の  マ イ ナ  保  険  証 を お  持  ち  の  皆  様

備 考備 考

● マ イ ナ 保 険 証 で の 受 診 が 難 し く な っ た 方 や 利 用 登 録 の 解 除 を 希 望 さ れ る 方 は 、 村 民 課 窓 口 に て 解 除 申

請 の お 手 続 き を お 願 い し ま す 。 

病 院 等 の 受 診 の 際 に は 「 マ イ ナ 保 険 証 」 を 利 用 し て く だ さ い 。

　 令 和 ８ 年 度 の 介 護 保 険 料 が 決 定 い た し ま し た 。 納 付 書 払 い 又 は 口 座 引 落 （ 普 通 徴 収 ） の 方 は ７ 月 中 旬

に 納 入 通 知 書 を お 送 り い た し ま す 。 年 金 か ら の 天 引 き （ 特 別 徴 収 ） の 方 は ８ 月 末 に 決 定 通 知 書 を お 送 り い

た し ま す 。 

　 介 護 保 険 料 は 原 則 的 に は 年 金 か ら の 天 引 き （ 特 別 徴 収 ） で す が 、 年 度 途 中 で 6 5 歳 に 到 達 し た 方 や 広 域

連 合 構 成 市 町 村 外 か ら 転 入 し た 方 な ど 、 新 た に 第 １ 号 被 保 険 者 と な っ た 場 合 は 、 特 別 徴 収 に 切 り 替 わ る

ま で の 間 、 納 付 書 払 い 又 は 口 座 引 落 （ 普 通 徴 収 ） と な り ま す 。 ま た 、 前 年 度 途 中 で 特 別 徴 収 が 停 止 と な っ

た 方 も 、 再 び 特 別 徴 収 へ 切 り 替 わ る ま で の 間 は 普 通 徴 収 と な り ま す 。

令 和 ８ 年 度 介 護 保 険 料 の 決 定 に つ い て 令 和 ８ 年 度 介 護 保 険 料 の 決 定 に つ い て 

　 介 護 保 険 料 は 県 内 金 融 機 関 、 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア の ほ か ス マ ホ 決 済 サ ー ビ ス に よ る 納 付 が 可 能 で

す 。 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア や ス マ ホ 決 済 サ ー ビ ス に よ る 納 付 は 時 間 や 曜 日 を 気 に せ ず に 利 用 可 能 で す 。

ぜ ひ ご 活 用 く だ さ い 。 

介 護 保 険 料 の 納 付 に つ い て介 護 保 険 料 の 納 付 に つ い て

・ 利 用 可 能 な 納 付 先 は 納 入 通 知 書 に 記 載 さ れ て い ま す 。 

・ ス マ ホ 決 済 に よ る 納 付 は 領 収 書 が 発 行 さ れ ま せ ん 。 ま た 納 付 手 続 き か ら 収 納 結 果 の 反 映 ま で お 時 間 を

要 す る こ と が あ り ま す 。 

備 考備 考

令 和 ８ 年 ８ 月 か ら 資 格 確 認 書 が 切 り 替 わ り ま す 。

（ 有 効 期 限 ： 令 和 ９ 年 ７ 月 ３ １ 日 ） 

令 和 ８ 年 ８ 月 か ら 資 格 確 認 書 が 切 り 替 わ り ま す 。

（ 有 効 期 限 ： 令 和 ９ 年 ７ 月 ３ １ 日 ） 
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